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午前１０時５４分 開会

○今城委員長 ただいまより民生教育委員会を開会いたします。

先ほどの本会議で当委員会に付託された議案１件について、審査をいたします。

議案第６７号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 議案第６７号、工事請負契約の締結について説明いたします。

お手元の議案書をお開きください。あわせて、議案関係資料を添付させていただいてお

ります。対象の工事は、弓ヶ浜小学校外壁改修及び屋上防水改修工事でございます。この

工事は、弓ヶ浜小学校校舎における外壁劣化に伴うコンクリートの剥落や防水槽劣化に伴

う雨漏りなどの不具合を解消するため、外壁及び屋上防水の改修工事を行うものでござい

ます。このたび、入札により契約の相手方、金額が決定いたしましたので、地方自治法な

どの規定により議会の議決を求めるものでございます。契約の金額、相手方につきまして

は、議案に記載のとおりでございます。御審議のほうをよろしくお願いいたします。

○今城委員長 当局の説明は終わりました。



－2－

これより質疑に入ります。

安達委員。

○安達委員 すみません。事前になかなか聞く機会がなかったものですから、工事対象面

積はどのくらいですか。

○今城委員長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 添付資料のほうに示しております校舎全体になりますが、外壁の

面積につきましては、３，９８５平方メートル。屋上防水を施行する面積については、２，

９９９平方メートルでございます。

○今城委員長 他に質疑はございませんか。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 雨漏りがあって、そこに対する屋外、屋上、外壁の改修ということなんで

すけれども、そのポイントがこの修理をすることで治まるという雨漏りのポイントという

のを測られた上で、その雨漏りが治まるという工事にもちろん、なっているかと思ってる

んですけれども、どの程度の雨漏りがしてたんでしょうか。

○今城委員長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 雨漏りの箇所でございますが、複数ございまして、玄関、廊下、

教室など多数ございまして、そちらを全体的に改修する工事でございます。外壁につきま

しては、全体的に剥落でありますとか、亀裂でありますとか、そういったところの補修も

全体的に工事をしようというものでございます。

○今城委員長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。また、その外壁の修理、屋上の改修等の後に、それらが起

こらないような丁寧な点検をいただければなと思います。以上です。

○今城委員長 他に質疑はございませんか。

土光委員。

○土光委員 議案の関係資料に関して、中ほどに入札金額がずっとあって、右側に契約金

額が１個だけある。これ入札金額は税抜きの額ですね。それから、契約金額で書かれてい

るのはこれは税込みの額ですね。ちょっとそれを確認します。

○今城委員長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 おっしゃるとおりでございまして、入札金額につきましては、税

抜きの金額。契約金額につきましては、税込みの金額でございます。

○今城委員長 土光委員。

○土光委員 これ入札でルールがあるのかもしれないけど、少なくとも資料で税抜きか税

込みか見てすぐ分かるような形で資料を提供していただきたいと思います。

○今城委員長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 そのように改めさせていただきます。ありがとうございます。

○今城委員長 他に質疑はございませんか。ないようですので、質疑を終結いたします。

これより、討論に入ります。

採決に向けた討論はございますか。

〔「なし」と声あり〕

○今城委員長 討論を終結いたします。
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これより、採決いたします。

議案第６７号、工事請負契約の締結について、原案のとおり可決することに御異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と声あり〕

○今城委員長 御異議なしと認めます。よって、本件については、全会一致で、原案のと

おり可決すべきものと決しました。

以上で、民生教育委員会を閉会いたします。

午前１１時００分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

民生教育委員長 今 城 雅 子


